
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目的と方法 

 明治から大正にかけて活躍した造園家長岡安平は，天保 13
（1842）年に大村藩士の家に生まれ，同郷の政治家楠本正隆に従

い上京の後，明治11（1878）年には東京府の土木掛に奉じ公園設

計の道を本格的に歩みだした。以降所属を東京市に移し，全国の

公園の設計を手掛けていることで知られる 1）。 
 これまでの長岡安平研究として，公園設計の考え方についての

研究や 2）作品分布と類型についての研究 3），個別の公園設計とし

て千秋公園を取り上げた研究 4)があり，いずれも資料として井下

清による『祖庭 長岡安平翁造庭遺稿』（以下，『遺稿』）によると

ころが大きい。また，新たに自筆手記に着目し，長岡の設計旅程を

明らかにした研究 5)もみられる。これらの研究のなかでの長岡安

平の経歴は，『遺稿』をもとにした概略で述べられているのみであ

る。しかし全国に公園等の設計業績を残した長岡安平が，東京府

あるいは東京市の職員という立場で設計していた事実については，

研究されてしかるべき基礎的事項である。すなわち雇用形態ある

いは在職中か退職後かにより，公共設計と私庭設計の設計地およ

び設計数を検証することで，公務との関係性が推測できると考え

られる。 
そこで本論では，これまで概略で触れられるのみであった長岡

安平の経歴について，官歴を中心に再整理し，設計時の立場と設

計地や設計箇所数の関係性を明らかにすることを目的とする。 
 研究方法としてまず表－1に挙げた東京府市文書に残る長岡安 
 
 
 
 
 
 
 
 

平の履歴書 4 種 6)および自筆手記所収の履歴書 2 種 7)をもとに長

岡の官歴を整理し，経歴区分を検討する。その上で長岡が東京府

あるいは東京市の職員であったことを鑑み，各区分での設計業績

を，設計地として東京都内，東京都外 9)の所在の2種，設計の種別

として公園および団体所有の庭園の設計（以下，「公共設計」），個

人庭園の設計（以下，「私庭設計」）の 2 種に分類し，経歴区分ご

との設計地や設計箇所数についての推移と特徴を検討する。 
 
２．長岡安平の官歴と経歴区分 

長岡安平の官歴について表－1 に挙げた履歴書をもとに主要な

事項をまとめたものが表－210)である。明治3（1870）年，29歳で

同郷の政治家楠本正隆に従い上京し，2 年後に楠本の新潟県令就

任に伴って同行，一旦郷里へ帰ったのち明治 8（1875）年には楠

本が東京府知事となるに従って再度上京した。明治11年，長岡37
歳の時に東京府土木掛に雇用され官歴をスタートさせたが，これ

までの間楠本の執事を務めていたことが記録されている 11)。 
明治 11 年 11 月に東京府に土木課が設置され，同時に配属とな

り，その 1 年後には東京府御用掛を申し付けられ土木課勤務を命

じられる。この時准十六等官となっていることから 12)課雇いから

東京府雇いとなったと考えられる。2ヵ月後の明治13年1月には

庶務課公園地事務への転勤申付を上申し 13)，それが認められ，4度

の組織改変を経て明治31（1898）年10月，57歳で非職を命じら

れるまでの 20 年 8 ヶ月間，東京府で公園に携わる職を勤め上げ

た。 
その後すぐに東京市事務員として，設置されたばかりの東京市

土木部地理課に勤務する。しかし 2 年後の明治 33 年 10 月には，

病気のため東京市事務員を依願免職となった。9 ヶ月間の療養を

経て明治34年9月には再び東京市に復職しているが，今度は臨時

雇いの立場であり，7 ヶ月間という短期間で依願免職となってい

る。この直後に逓信省総務局会計課営繕係事務取扱嘱託となって

おり，東京市臨時雇いの依願免職直前に逓信省の業務を受託して 

長岡安平の官歴を中心とした経歴区分による設計業績の変遷について 
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表－1 対象履歴書一覧 8) 
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いることから何らかの関係性が推測できる。明治37（1904）年2
月には三度目の東京市勤務として公園事務嘱託となり，大正 3
（1914）年12 月までの10 年10 ヶ月間勤めた。逓信省勤務につ

いては，手記に辞職年を示唆する記述 14)が見られるものの不明確

であり，東京市公園事務嘱託の期間と重複している可能性がある

ことがわかる。 
以上から表－2に記したとおりa東京府時代，b東京市事務員時

代，c逓信省時代，d東京市臨時雇時代，e東京市事務嘱託時代，

f退職後時代の六つの経歴区分が設定できる。それぞれの期間には

長短があるが，本論では長岡の立場を重要な考察点とするため，

勤務形態ごとの区分とした。 
 
３．経歴区分と設計業績 

 これまでに知られる長岡安平設計業績 15)および長岡安平史料群
16)から長岡の設計業績を抽出し，六つの経歴区分および年代不明

の設計を g 不明とし，各区分ごとに該当する業績を公共設計，私

庭設計に分けて一覧とした（表－3）。各地の設計業績の分布と分

布数は図－1 に示すとおりである。概ね全国的な分布がみられる

が，東京都および秋田県での業績数が突出して多く，その他にも

広島県，神奈川県，北海道など特定の都道府県に多いことがわか

る。 
経歴区分により業績を見ていくこととする。a 東京府時代に記

録されている業績としては東京都内では公共設計が 5 件みられる。

20年8ヶ月という長い期間からすると少ない印象があるが，飛鳥

山公園や浅草公園といった太政官達により選定された公園の設計

に従事しており，新しく制定された公園という制度の中で，府職

員として都内の公園の整備を着実に進めていた時代といえる。こ

こで特筆すべきは明治29（1896）年の秋田県千秋公園の設計であ

る。千秋公園の設計には秋田県庁からの委嘱により東京府職員と

して出向し，秋田県庁から設計の報酬も得ている。千秋公園の設

計が長岡安平に依頼された経緯についてわかる史料は現時点では

確認できないが，これが長岡の東京都外での公共的な業績のさき

がけとなり，以後の各地の公園設計へとつながる重要な実績とな

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－2 長岡安平の官歴 

図－1 設計業績の分布と分布数 
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表－3 設計業績一覧 
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東京市事務員に籍を移してからのb東京市事務員時代には，2年

間という短い期間だったこともあり広島県での業績が記録される

のみである。ただし千秋公園に続いて東京都外での事業であり，

以後秋田県に次いで多くの業績が残る，広島県での最初の事業と

して注目される。また，この時期から私庭設計の記録がみられる

ようになる。この後病気療養の記録が残されている明治33，34年

には設計業績は見当たらない。 
病気療養から東京市の臨時職員として復職した c 東京市臨時雇

時代はわずか7ヶ月間であり，都外での実績は記録されていない。

唯一の業績として逓信大臣官舎庭園設計があり，次の d 逓信省時

代へと続くきっかけとなっていることが窺われる。逓信大臣官舎

庭園を設計した後すぐに逓信省に勤務し，d逓信省時代となる。こ

の期間は設計数が20件と飛躍的に伸びた時期である。ただし地域

としては区分aおよびbに実績のある秋田県と広島県のみであり，

全国的な展開はまだみられない。また，秋田県では一回の設計旅

行で 11 ヶ所の個人庭園を設計していることも特徴となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京市事務嘱託となった e 東京市事務嘱託時代は，長岡安平に

とって最も精力的に設計に駆け回った時期である。10 年 10 ヶ月

という期間に全体件数の 45％にのぼる 84 件を設計している。そ

のうち22件が秋田県内であり，秋田での実績が多いことは変わら

ないが，東京都内での実績が16件と増加し，他にも日本各地での

設計がみられるようになる。 
東京市を退職した f退職後時代は，長岡が亡くなるまでの10年

11 ヶ月の間に 38 件の業績を残しており，同程度の期間である区

分eに比べれば減少はしているものの，その実績は多いといえる。

しかし区分 e に比べて東京都内での割合が大きくなっており，東

京に次いで神奈川県での件数が多く，遠方の実績は大幅に減少し

ている。その他年代不明の設計業績が34件みられ，内22件が東

京都内での設計となっている。 
 
４．経歴区分による設計業績の推移の考察 

 図－2は各年の設計実績数を公共設計，私庭設計に分け，それぞ
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れの件数を東京都内，東京都外，不明で積み上げて示したもので

ある。明治32（1899）年から大正10（1921）年の間にほとんど

の実績が分布していることがわかる。また，明治29年以降都外で

の設計が発生し，明治35，43，44，45年は特に顕著であり，経歴

区分でいえばd逓信省時代，e東京市事務嘱託時代である。一方で

明治28年以前は東京都での業績がみられるのみであり，その数も

5件と少ない。この期間はa東京府時代であり，長岡は土木課，庶

務課公園地事務，公園掛，第二課と東京府の組織改変を伴いなが

ら公園業務に携わる部署に在籍していた。東京府文書に芝公園楓

山工事監督のために時間外勤務を願い出る記録 18)や，建築の参考

のための横浜公園出張の願い出の記録 19)，浅草公園改良のための

出張記録 20)，飛鳥山公園の草刈や樹木手入の検査出張の記録 21）が

残されており，東京府の公園担当職員として，公園の維持管理業

務に尽力していた様子が窺われる。 
 こういった状況に変化をもたらしたのが，秋田県庁からの千秋

公園設計委嘱である。先述のとおり千秋公園設計を長岡が受託す

ることになった経緯として，東京府が秋田県から依頼を受けたの

か，または長岡が直接秋田県から話を受け，東京府を通じたのか

といったことは現時点で確認できない。しかしながら東京府から

「秋田県ニ於テ公園設計嘱託可相成ニ付出向申付，但来月十五日

頃着県ノ心得ヲ以テ出発スベシ」22)との命令を受けて赴任してい

るため，少なくとも東京府職員としての出張であったことがわか

る。この設計が後に与えた影響は大きく，特に都外で件数の多い

明治 35，43，44，45 年の中で秋田県内の事例はそれぞれ 16 件

（94％），8件（42％），8件（44％），5件（29％）と多数を占め

ている。 
また秋田県での設計数の増加だけでなく，他県での業績拡大に

も重要な意味を持つ。千秋公園設計後の明治32（1899）年には 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都外での設計二例目となる広島県での公園設計を委嘱されている

が，これについては当時の新聞記事によって経緯を確認できる。

そこには「広島市にては今回陸軍省より下附せられたる比治山（六

萬坪）及江波（一萬坪）の両所に公園を開設するに付き東京市役所

事務員長岡安平氏が多年公園設計に従事し二十九年秋田市舊城趾

に公園開設の際同県の委托に応じて従事せる其成績の頗る佳良な

りしを聞き此程広島市長伴資健氏より松田市長に向つて同公園設

計の労を長岡氏へ委托し度ければ―後略」23)とあり，秋田での実績

を評価されての依頼だった。これを受けて東京市では長岡に，公

園設計のため広島市への出向を命じた 24）。 
この後同様に「全国公園にして氏の与し設計したるもの甚だ多

し」25）（明治40年北海道中島公園設計），「足羽山公園の設計者た

る長岡安平氏を東京より聘し来りて」26）（明治42年福井県三秀園

設計），「昨年夏金澤市の嘱託を受けて卯辰山公園の設計を為した

る東京の長岡安平氏を聘し」27）（明治44年石川県兼六公園改修設

計）というようにそれまでの設計実績により新規設計を受託し，

業績数を伸ばしていったことがわかる。 
f 退職後時代になるとそれまで大きな割合を占めていた都外で

の実績が大幅に減少する。ここまでの考察から，東京市在職中の

公園設計については職員としての長岡安平に，各県や市から東京

市を通じて設計を依頼していたことが明らかとなった。そのため

市職員を退職したことによる依頼の減少と考えることができる。

ただし先述のとおりこの期間も 38 件という決して少なくない実

績があることは確かであり，業績の内容を見る必要がある。 
そこで業績を設計の種別としての公共設計と私庭設計の業績数

に着目すると，明治44（1911）年をピークとする公共設計が東京

市退職後減少していることがわかる。一方で私庭設計はばらつき

はあるものの年によっては5，6件みられ，退職後時代全体の業績

数を押し上げている。しかし私庭設計についても地域性に変化が

確認できる。これまで遠方の公共設計に合わせて請け負っていた

私庭設計が減少し，都内や神奈川県といった近郊での実績が数を

占めている。公共設計とは違い，私庭設計は個人的な交流による

ものであるため，市職員を退職したからといって必ずしも終息す

るものではないと考えられるが，地方での私庭設計は公共設計の

ために訪れた際に現地で依頼されていたため 28)，いわば相伴であ

った。長岡の旅費について等級を変更する文書が残っており，出

張の場合には旅費が支給されていたことがわかる 29)が，当然退職

後は支給されなくなるため，こうした面からも遠方の設計には疎

遠になったものと推測できる。これらのことから結果的に，業績

数と箇所に変化がみられるようになったと考えられる。 
 
５．まとめ 

 長岡安平についてはこれまで，東京府や東京市の職員として公

園の設計に従事したこと，設計の業績は日本全国におよぶことが

知られていたが，どういった立場のときにそれぞれの設計に従事

したのか，また府や市の職員である長岡がなぜ都外の公園を設計

したのかといったことは触れられてこなかった。 
 本論では長岡の官歴を区分し，それぞれの期間にどこの設計が

なされたのかを整理することで，各設計に携わった時期の立場を

明らかにした。これにより20年余り勤めた東京府時代にはほとん

ど設計業績がなく，府を退職した後，特に東京市事務嘱託となっ

てから各地の設計をおこなったことがわかった。しかしこれには

秋田県からの依頼によって府時代の晩年に引き受けた設計が，後

に大きな影響を残している。この秋田での設計をきっかけに広島

県をはじめとする各地から設計依頼を受け，東京市事務嘱託時代

に全国で実績を積み重ねた。 
 こうした各地の公園設計も長岡の東京市退職とともに減少して

いった。一方で私庭設計は依然多数をこなしているが，東京近郊
図－2 各年の種別地域別設計業績数 
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での設計がほとんどを占めるようになる。地方での公園設計に合

わせて，現地での依頼に応えて設計していた遠方での個人庭園で

あったが，公園設計業務が減ることにあわせてその数を減らして

いったものと考えられる。とはいえ近郊での庭園設計は精力的に

おこなっており，亡くなる数時間前まで監督指揮をしていたとい

う記述 30)もみられるほどである。 
本論は史資料により長岡が設計または改修設計に関わったこと

が確かな業績を取り上げたが，これらすべてにおいて実際に施工

されたかどうかについては不確かである。ただし，公園について

は期間を置いて改修していることや，当時の開園についての新聞

記事，開園後の写真を残すものもあり，また遠方へ公務として出

向き設計していることを考慮すると，ほとんどは施工されたので

はないかと考えられる。一方で私庭については短期間での現地で

の指示もしくは意見という関わりも多く 31)，公共設計に比べれば

施工された割合は下がるのではないかと推測される。ともあれ長

岡安平の経歴について官歴を中心に再整理し，設計時の立場と設

計地や設計箇所数の関係性を明らかにするという目的は，経歴区

分をおこなうことによって，立場と設計の関係を明らかにする一

定の成果を得ることができた。公園草創期において長岡安平が残

した業績と，地方公務員である長岡に，所属自治体以外の公園設

計が任せられたという事象は，公園の創出が求められる一方で，

新たな文化である公園を設計できる技術者の不足が否めない時代

性を反映しているとともに，近代公園の先駆者と評されるとおり

その後の公園設計の基礎となるものであるといえる。 
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